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平成 27年 11月 25日 

 

約 2,000倍又は 3,000倍の為替レートでウズベキスタン通貨スムの購入を

勧誘するスム販売事業者３社に関する注意喚起 
 

平成 26 年９月以降、ウズベキスタンの通貨であるスム（以下「スム」といいます。）の購

入を勧誘する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。 

消費者庁が調査したところ、「ＡＣＡ株式会社」、「ラッセル・インベスト株式会社」及び「株

式会社ジャフコ」（以下総称して「スム販売事業者」といいます。）との取引において消費者

の利益を不当に害するおそれのある行為（不実のことを告げること）を確認したため、消費

者安全法（平成 21年法律第 50号）第 38条第１項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡

大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。 

 

１．スム販売事業者の概要（各事業者に係る勧誘事例及び当庁が確認した事実

は別紙１～３） 
名   称 ＡＣＡ株式会社 ラッセル・インベスト株式会社 株式会社ジャフコ 

所 在 地 

東京都千代田区丸の内１

－８－３ 

トラストタワー本館６階 

東京都港区虎ノ門５丁目

11番２号 

オランダヒルズ森タワー

18Ｆ 

東京都中央区八重洲１－

５－５ 

モリタニビル 80 

代 表 者 西谷 庸介 原田 信次郎 鈴木 義博 

設   立 平成元年３月 26日 昭和 54年３月９日 平成４年３月 18日 

資 本 金 23億 300万円 86億 950万円 89億 600万円 

事業内容  
スム、ゴールド及びプラ

チナの販売 

金融商品取引業、資産運

用コンサルティング業 

スム、ゴールド及びプラ

チナの販売 

※ スム販売事業者が消費者に送付した勧誘資料に記載されている内容です。 

※ スム販売事業者は、上記各所在地に存在せず、上記各所在地に係る商業登記も存在しません。 

※ 同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。 

 

２．当庁が確認した事実の概要（各事業者別の詳細は別紙１～３） 
○ スム販売事業者は、消費者に対し、同社の会社概要、スムの販売価格（1,000 スム

当たり 10万円又は 15万円）・保証期間（10年）等を記載した書面、購入申込書等一

式（以下「勧誘資料」といいます。）を封筒で送付してきます。 

○ 消費者がスム販売事業者からの封筒を受け取るのと前後して、スム販売事業者とは

別の事業者（以下「買取業者」といいます。）から消費者宅に電話が掛かってきます。

買取業者は消費者に電話で、消費者がスム販売事業者からスムを購入すれば、買取業

者がより高値で買い取るなどと言い、スムを購入するよう求めてきます。 

○ また、同じ時期に、公的機関を連想させる名称の団体から消費者に、電話勧誘を行っ

ている事業者についての相談を受け付けますという内容のチラシが封筒で送付されて

きます。消費者が同団体に電話でスム販売事業者や買取業者について相談すると、同
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団体は消費者に、スム販売事業者や買取業者は心配ないなどと回答し、消費者を信用

させます。 

○ 消費者がスム販売事業者にスムの購入を申し込むと、スム販売事業者は消費者に注

文分の代金を現金で指定の場所に宅配便にて送付するよう指示します。消費者が指示

どおり現金を送付すると、スム販売事業者から実際に注文した分のスムの紙幣が届き

ます。しかしながら、その後、スム販売事業者や買取業者とは連絡が取れなくなりま

す。 

○ 当庁が調査したところ、スム販売事業者や公的機関を連想させる名称の団体は、消

費者に送付した勧誘資料やチラシに事務所の所在地を各々記載していますが、両者と

も当該各所在地に事務所は存在しておらず、商業登記も存在しません。 

 また、日本国内の主要な金融機関ではスムの両替を行っておらず、消費者が日本国

内でスムを売却することは困難です。しかも、実際の為替レート（詳細については後

述。）で計算すると、1,000 スムは約 48 円であり、仮に売却が行えても、消費者は大

きな損失を被ることとなります。 

 

３．消費者へのアドバイス 

○ 当庁が確認した事実を踏まえると、スム販売事業者には事業の実体がないことが強

く疑われます。スム販売事業者から勧誘資料が届いた場合又は買取業者から買取りを

前提にスムの購入を求められた場合、決して応じないでください。 

○ 消費者に対し、自社による高値の買取りを前提に他社の取り扱う外国通貨の購入を

求めることは、典型的な詐欺の手口です。実際に高値の買取りが行われることは通常

ありませんので、買取業者による高値の買取りを期待して他社の取り扱う外国通貨を

購入することは、絶対にしないでください。 

○ 消費者に対し、宅配便等で現金の送付を求めることは、典型的な詐欺の手口です。

事業者から宅配便等で現金の送付を求められても、決して応じないでください。 

○ 外国通貨の為替レートは経済状況等により変動するので、一般的に長期間にわたる

売買価格が保証されることはありません。また、日本国内の主要な金融機関では両替

の困難な外国通貨も多く存在します。 

 外国通貨については、取引を申し込む前に、最寄りの金融機関等で為替レートや売

却の可能性を必ず確認しましょう。 

○ 消費者庁、国民生活センター及び消費生活センター等では、個別の事業者の信用性

や事業内容等についてお答えすることはありません。このような相談を受け付けると

している公的機関を連想させる名称の団体の政府広報に似せたチラシやその電話番号

は偽物ですので、決してその団体に電話を掛けないでください（※）。 
※参考 消費者庁 平成 27年 9月 1日ニュースリリース 

政府広報に似せたチラシで偽の相談窓口に誘導する手口に御注意ください 

―「会社の内容を教える」というのは偽物です― 

URL: http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/150901adjustments_1.pdf 
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○ このような取引に関して不審な点があった場合は、各地の消費生活相談窓口（消費生

活センター等）や警察に相談しましょう。 

 

 

◆ 消費者ホットライン（最寄りの消費生活センター等を御存知でない場合） 

電話番号 188（いやや！） 

◆ 警察相談専用電話

          電話番号 ＃9110 

 

（以 上） 

 

 

 

 

 

  

本件に関する問合せ先 

消費者庁 消費者政策課 財産被害対策室  

TEL：03(3507)9187 FAX：03(3507)9287 
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（別紙１）約 2,000倍の為替レートでウズベキスタン通貨スムの購入を勧誘

する「ＡＣＡ株式会社」に係る具体的な勧誘事例及び当庁が確認した事実 

 

１．具体的な勧誘事例（勧誘資料については参考資料１を参照） 

（１）平成 27年８月初め頃、ＡＣＡ株式会社（以下「ＡＣＡ」という。）とは別の事業者

（以下「Ａ」という。）の担当者を名乗る者から消費者に、「もうすぐＡＣＡという会

社から封筒が届くと思います。」、「その封筒は 5,000通だけ発送されています。」、「封

筒が届いたら私にすぐ教えてください。」などと電話が掛かってきた。同じ頃、Ａと

は別の事業者（以下「Ｂ」という。）の担当者を名乗る者からも消費者に同様の電話

が掛かってきた。 

（２）その数日後、今度は、公的機関を連想させる名称の団体（以下「Ｃ」という。）か

ら消費者宅に封筒が届いた。封筒の下部にＣの団体名が印刷され、中には、振り込め

詐欺への注意や電話勧誘を行っている事業者についての相談を受け付けること等と相

談用の電話番号が記載されているチラシが入っていた。 

 消費者は、公的機関がチラシを送ってきたのだと思い、チラシに記載されていたＣ

の電話番号に架電し、ＡとＢが信用できる会社であるか相談した。Ｃは消費者に、「こ

の２つの会社は両方とも、大手のちゃんとした会社です。」、「買取りをしている会社

です。」、「心配いりませんよ。」と回答した。消費者は、公的機関であると信じ込んで

いる団体から心配ないと言われ、ＡとＢを信用した。 

（３）その数日後、今度は、ＡＣＡから消費者宅に封筒が届いた。封筒の中には、ＡＣＡ

の会社概要が記載された書面、1,000スムの販売価格が 10万円であり 10年間の特別

保証が付されること等が記載された「特別販売に関してのご案内」、購入申込書、Ａ

ＣＡの担当者の名刺等一式（以下「勧誘資料」という。）が入っていた。 

（４）ＡＣＡの封筒が届いた後程なくして、Ａの担当者から消費者宅に再度電話が掛かっ

てきた。消費者はＡの担当者からＡＣＡの封筒の中身について聞かれたので、Ａの担

当者に封筒の中身を説明したところ、Ａの担当者から「消費者がＡＣＡからスムの紙

幣を買えば、Ａがもっと高い値段で買い取る。封筒に入っている名刺のＡＣＡの担当

者に電話して、スムの紙幣が何枚残っているか聞くように。」と言われた。消費者は、

名刺に記載されているＡＣＡの電話番号に電話したところ、名刺のＡＣＡの担当者と

名乗る者が電話に出て、「5,000枚発行しましたが、残りは 125枚です。」と言われた。

消費者がＡの担当者に電話してその旨伝えたところ、Ａの担当者は消費者に、「10万

円で買ってくれたら、15 万円で買い取ります。」、「１週間くらいで 15 万円を払いま

す。」などと言い、Ａの買取りを前提にＡＣＡからスムを購入するよう求めた。 

（５）上記の事例では、消費者は友人や消費生活センターに相談し、ＡＣＡへの申込みを

行わず被害に遭わずに済みましたが、消費者が実際にＡＣＡへスムの購入代金を支払っ

た事例も存在します。その事例では、消費者は、ＡＣＡにスムの購入を申し込むと、

ＡＣＡから、代金を現金でＡＣＡが取引に使用していると称する個人名義の住居宛て

に宅配便で送付するよう指示され、ＡＣＡの指示どおり代金を送金すると、後日、Ａ
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ＣＡから消費者宅に、申し込んだ分の 1,000スム紙幣と納品書がレターパックで郵送

されます。しかしながら、その後、買取りを申し出ていた事業者やＡＣＡと連絡が取

れなくなります。 

 

２．当庁が確認した事実 

○ ＡＣＡは、消費者に対し、同社の会社概要、1,000スムが 10万円であり 10年間の

特別保証が付される旨が記載された「特別販売に関してのご案内」、購入申込書等の勧

誘資料を封筒で送付してきます。 

○ 消費者がＡＣＡから勧誘資料を受け取るのに先立ち、ＡＣＡとは別の事業者（以下

「買取業者」といいます。）から消費者に、ＡＣＡの封筒が届いているか否かを確認す

る電話が掛かってきます。その封筒が消費者宅に届いた後、程なくして買取業者は消

費者に、自社がより高値で買い取ることを前提に、ＡＣＡからスムを購入するよう求

めてきます。 

○ また、ＡＣＡから消費者に勧誘資料が送付されるのと前後して、公的機関を連想さ

せる名称の団体から消費者に、電話勧誘を行っている事業者についての相談を受け付

けるという、同団体への相談を促す電話番号入りのチラシの入った封筒が送付されて

きます。消費者が同団体に電話して買取業者について相談すると、同団体は消費者に、

その買取業者は心配ないなどと回答し、消費者を信用させます。 

○ 消費者がＡＣＡにスムの購入を申し込むと、ＡＣＡから、注文分の代金を現金で指

定の場所に宅配便で送付するよう指示されます。消費者が指示どおり現金を送付する

と、後日、ＡＣＡから注文した分の 1,000 スム紙幣がレターパックで送付されます。

しかしながら、その後、ＡＣＡや買取業者と連絡が取れなくなります。 

○ ＡＣＡや公的機関を連想させる名称の団体は、各々消費者に送付した勧誘資料やチ

ラシに事務所の所在地を掲載していますが、両者とも当該各所在地に事務所は存在せ

ず、当該各所在地に係る商業登記も存在しませんでした。 

○ ＡＣＡ、公的機関を連想させる名称の団体及び買取業者（以下総称して「ＡＣＡ等」

といいます。）の電話番号について調査したところ、判明した契約者はＡＣＡ等ではな

く、かつ、いずれの電話番号も現在使用されておらず、ＡＣＡ等と連絡を取ることが

できませんでした。 

○ 日本国内の主要な金融機関ではスムの両替を行っておらず、消費者が日本国内でス

ムを売却することは困難です。しかも、実際の為替レート（ウズベキスタン共和国中

央銀行公表の平成 27年１月～10月のスムの外国通貨に対する価格の推移を用いて算

出した当該期間の平均為替レート）で計算すると、1,000スムは約 48円であり、仮に

売却が行えても、消費者は大きな損失を被ることとなります。 
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（別紙２）約 3,000倍の為替レートでウズベキスタン通貨スムの購入を勧誘

する「ラッセル・インベスト株式会社」に係る当庁が確認した事実 

 

当庁が確認した事実（勧誘資料については参考資料２を参照） 

○ ラッセル・インベスト株式会社（以下「ラッセル」といいます。）は、消費者に対し、

同社の会社概要、1,000スムが 15万円であり 10年間の特別保証が付される旨が記載

された「一般投資家向け特別両替保証案内」、購入申込書等一式（以下「勧誘資料」と

いいます。）を封筒で送付してきます。 

○ 消費者がラッセルから勧誘資料を受け取るのと前後して、ラッセルとは別の事業者

（以下「買取業者」といいます。）から消費者に電話が掛かってきます。買取業者は消

費者に、自社がより高値で買い取ることを前提に、ラッセルからスムを購入するよう

求めてきます。 

○ また、消費者がラッセルから勧誘資料を受け取るのと前後して、公的機関を連想さ

せる名称の団体から消費者に、電話勧誘への注意を呼び掛け、同団体への相談を促す

チラシの入った封筒が送付される場合もあります。 

○ 消費者がラッセルにスムの購入を申し込むと、ラッセルから、注文分の代金を現金

で指定の場所に宅配便にて送付するよう指示されます。消費者が指示どおり現金を送

付すると、後日、ラッセルから注文した分の 1,000スム紙幣がレターパックで送付さ

れます。しかしながら、その後、ラッセルや買取業者と連絡が取れなくなります。 

○ ラッセルや公的機関を連想させる名称の団体は、各々消費者に送付した勧誘資料や

チラシに事務所の所在地を掲載していますが、両者とも当該各所在地に事務所は存在

せず、当該各所在地に係る商業登記も存在しませんでした。 

○ ラッセル、公的機関を連想させる名称の団体及び買取業者（以下総称して「ラッセ

ル等」といいます。）の使用している電話番号について調査したところ、判明した契約

者はラッセル等ではなく、また、いずれの電話番号も、解約済みなどの理由によりラッ

セル等と連絡を取ることはできませんでした。 

○ 日本国内の主要な金融機関ではスムの両替を行っておらず、消費者が日本国内でス

ムを売却することは困難です。しかも、実際の為替レート（ウズベキスタン共和国中

央銀行公表の平成 27年 1月～10月のスムの外国通貨に対する価格の推移を用いて算

出した当該期間の平均為替レート）で計算すると、1,000スムは約 48円であり、仮に

売却が行えても、消費者は大きな損失を被ることとなります。 
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（別紙３）約 2,000倍の為替レートでウズベキスタン通貨スムの購入を勧誘する

「株式会社ジャフコ」に係る具体的な勧誘事例及び当庁が確認した事実 

 

１．具体的な勧誘事例（勧誘資料については参考資料３を参照） 

（１）平成 26年 11月中旬、株式会社ジャフコ（以下「ジャフコ」という。）から消費者

宅に封筒が届いた。封筒の中には、ジャフコの会社概要等が記載された書面、1,000

スムの販売価格が 10 万円であり 10 年間の特別保証が付されること等が記載された

「特別販売に関してのご案内」、購入申込書、ジャフコの担当者の名刺等一式（以下

「勧誘資料」という。）が入っていた。 

（２）封筒が届いた後、ジャフコとは別の事業者（以下「Ａ」という。）の担当者を名乗

る者から消費者に、「選ばれた人にだけジャフコから封筒が届きます。」、「ジャフコか

らウズベキスタンの紙幣を買うことができたら、当社が高値で買い取ります。」など

と電話が掛かってきた。同じ頃、Ａとは別の事業者（以下「Ｂ」という。）の担当者

からも消費者に同様の電話が掛かってきた。 

（３）同じ頃、公的機関を連想させる名称の団体（以下「Ｃ」という。）から消費者宅に

封筒が届いた。封筒の中には、悪質な営業の電話への注意や電話勧誘を行っている事

業者についての相談を受け付けること等と相談用の電話番号が記載されているチラシ

が入っていた。 

 消費者は、チラシに記載されていたＣの電話番号に架電し、ジャフコが信用できる

会社であるか相談した。Ｃは消費者に、「その会社は大丈夫です。しっかりした会社

ですよ。」と回答した。それで消費者は、ジャフコを信頼できる会社と思った。 

（４）その後、ジャフコの担当者（勧誘資料の名刺に記載された名字）を名乗る者から消

費者宅に電話が掛かり、消費者に、「1,000 スム紙幣 1 枚につき 10 万円で販売しま

す。」、「今なら特別に価格を 10 年間保証します。」などと言ってスムを購入するよう

勧誘した。消費者は、勧誘資料の内容やＣの回答などからジャフコを信頼できる会社

であると信じていたこと、また、スムを買えばＡやＢに高値で買い取ってもらえると

信じていたことから、その電話でジャフコの担当者にスムの購入を申し込んだ。 

（５）ジャフコの担当者は消費者に、代金を現金でジャフコの関係先と称する個人名義の

住居宛てに宅配便で送付するよう指示した。消費者が指示どおり現金を送付すると、

後日、ジャフコから申し込んだ分の 1,000スム紙幣と納品書が消費者にレターパック

で送付された。 

（６）ジャフコから現金が送付された後、ＡとＢから消費者に電話があり、消費者は両社

の担当者から、「もっとたくさんスム紙幣を買ってもらえれば、もっと高く買い取り

ますよ。」と追加購入を持ち掛けられたが、消費者は追加購入をいずれも断った。 

（７）その後、ＡやＢから消費者に電話が掛からなくなり、スムの買取りも行われず、消

費者は、ジャフコとも連絡が取れなくなった。消費者は、自宅周辺の複数の金融機関

でスムを売却しようとしたものの、いずれの金融機関でもスムの両替は取り扱ってお

らず、売却はできなかった。 
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２．当庁が確認した事実 

○ ジャフコは、消費者に対し、同社の会社概要等を記載した書面、1,000スムの販売

価格が 10万円であり 10年間の特別保証が付されること等が記載された「特別販売に

関してのご案内」、購入申込書、ジャフコの担当者の名刺等の勧誘資料を封筒で送付し

てきます。 

○ ジャフコから消費者に勧誘資料が送付されるのと前後して、ジャフコとは別の事業

者（以下「買取業者」といいます。）から消費者に、ジャフコの封筒が届いているか否

かを確認する電話が掛かってきます。買取業者は消費者に、自社がより高値で買い取

ることを前提に、ジャフコからスムを購入するよう求めてきます。 

○ また、同じころ、公的機関を連想させる名称の団体から、電話勧誘を行っている事

業者についての相談を受け付けるという、同団体への相談を促す電話番号入りのチラ

シの入った封筒が送付されてくる消費者も存在します。消費者が同団体に電話してジャ

フコについて相談すると、同団体は消費者に、その会社は大丈夫ですなどと回答し、

消費者を信用させます。 

○ 消費者がジャフコにスムの購入を申し込むと、ジャフコから、注文分の代金を現金

で指定の場所に宅配便にて送付するよう指示されます。消費者が指示どおり現金を送

付すると、後日、ジャフコから注文した分の 1,000スム紙幣がレターパックで送付さ

れます。しかしながら、その後、ジャフコや買取業者と連絡が取れなくなります。 

○ ジャフコや公的機関を連想させる名称の団体は、各々消費者に送付した勧誘資料や

チラシに事務所の所在地を掲載していますが、両者とも当該各所在地に事務所は存在

せず、当該各所在地に係る商業登記も存在しませんでした。 

○ ジャフコ、公的機関を連想させる名称の団体及び買取業者（以下総称して「ジャフ

コ等」といいます。）の使用している電話番号について調査したところ、判明した契約

者はジャフコ等ではなく、かつ、いずれの電話番号も現在使用されておらずジャフコ

等と連絡を取ることはできませんでした。 

○ 日本国内の主要な金融機関ではスムの両替を行っておらず、消費者が日本国内でス

ムを売却することは困難です。しかも、実際の為替レート（ウズベキスタン共和国中

央銀行公表の平成 27年 1月～10月のスムの外国通貨に対する価格の推移を用いて算

出した当該期間の平均為替レート）で計算すると、1,000スムは約 48円であり、仮に

売却が行えても、消費者は大きな損失を被ることとなります。 
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